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標準学生服

　(校章入りボタン正面5個、袖各2個、カラーをつける。カラーと一体型のものも可） 

　(上下とも標準学生服〈標準マーク有り〉を基準とする。）

標準ズボン

カッター白色(学年章付き）。色物、ボタンダウン、開襟シヤツは不可。

上衣の裾はズボンの内に入れる。肌着（白、グレー、ベージュの無地）は必ず着用する。

標準ズボン

通学靴は，白を基調とした紐付き運動靴もしくはロ一ファーとする。

スニーカー、バスケットシューズ、ハイカットの靴、ヒールの高い靴は不可。

校舎内では既定のスリッハ°、体育館では既定のシューズを履く。

白・黒・紺・グレーの無地のものを着用する。ただし、小さなワンポイントは可。

色は黒•茶のみ。バックルも含め華美にならない。（極端に細い物は不可）

上衣の左襟に校章、右襟に学年章、夏は左胸に学年別校章。

長袖セーラー服、紺、ネクタイ

プリーツスカート、紺、(丈は膝が隠れることを基準とする。)

制服の下にセーター等を着用する際は、白・黒・紺・茶・グレーの無地とする。

ただし、後えりから出るものは不可。

半袖、長そでセーラー服、白、襟のみ紺地と白線3本、ネクタイ

プリーツスカート、紺

必ず着用し、白、グレー、ベージュの無地とする。

男子と同じ

男子と同じ。ストッキングは黒、またはベージュとする。

夏・冬とも左胸に学年別校章。

<別　　記>

※　各自が必要と感じた時着用してよい。

無地で華美でないものとする。また、部活動で統一している物も可。

学校指定のもの。

耳当ては不可。

〇頭髪について

髭は不可とする。

兵庫県立高砂高等学校　校則(服装頭髪について)抜粋

制服の移行期間は特に設けない。各自の体調に合わせ、正しく着用すること。

ただし、式典時には定められた服装で参加すること。

男子は肩、目にかからない長さに整える。女子は黒のヘアピン、黒、紺、茶のゴム等を使って髪を整えるなど、
高校生らしい頭髪に心掛けること。

パーマネント、脱色、毛染め、アシンメソリ―、付け毛、カール、剃り込み、奇抜な髪形は不可とする。
また、ドライヤーでくせをつくることや整髪料の使用は不可とする。

眉は、過度に剃り込んだりするなどの変形をさせない。 

校章•学年章

〇　服装について

〈男　　子〉

<女　　子>

冬服上衣の時の肌着

夏服上衣時の肌着

校章・学年章

カーディガン

冬　服　上

冬　服　下

夏　服　上

夏　服　下

靴

靴　　下

靴

靴　　下

コート

防寒具について

ベ　ル　ト

冬　服　上

冬　服　下

夏　服　上

夏　服　下


